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１．宿泊型新保健指導
（スマート・ライフ・ステイ）プログラム

【厚生労働省ホームページ】
宿泊型新保健指導（スマート・ライフ・ステイ）プログラム
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/sls/index.html

宿泊型新保健指導（スマート・ライフ・ステイ）に関する動画
https://www.youtube.com/watch?v=3H9GB2vo68k
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働く世代の女性支援のためのがん検診未受診者緊急支援事業

○ 平成26年度に研究班で開発する宿泊型新保健指導プログラムを医療保険者等（公募）で試行するための事業費を補助し、事業結果・効果の検証を
反映してプログラムの改訂を実施する。

【補助率】国１０／１０ 【補助先】医療保険者等（公募）

事業概要

趣旨・目的

平成２７年度概算要求額：６４百万円宿泊型新保健指導（スマート・ライフ・ステイ）試行事業

○ 日本再興戦略のアクションプランの一つである戦略市場創造プランにおける、ヘルスケア産業を担う民間事業者等が創意工夫を発揮できる市場環境
の整備として、「糖尿病が疑われる者等を対象として、ホテル、旅館などの地元観光資源等を活用して行う宿泊型新保健指導プログラムを平成26年度
内に開発し、試行事業等を経た上で、その普及促進を図る」とされている。

○ また、健康日本２１（第二次）においては、循環器疾患、糖尿病、高血圧等の生活習慣病の一次予防に重点を置きつつ、合併症の発症や
症状進展などの重症化の予防を重視した取組を進めるとともに、健康づくりに取り組もうとする個人を社会全体で支援するため、社会環境
の改善を通じた働きかけなどを推進していくこととしている。

※健康日本２１（第二次）における目標例
・【糖尿病腎症による年間新規透析導入患者数の減少】 現状：16,247人（H22）→ 目標：15,000人（H34）
・【糖尿病有病者の増加の抑制】 現状：890万人 （平成19年）→ 目標：1,000万人（平成34年度）

○ 平成26年度に開発する宿泊型新保健指導プログラムを平成27年度に試行することで効果検証を行い、プログラムの改訂等を行った上で、
生活習慣病予防に効果的で、汎用的な保健指導として、ヘルスケア産業等で活用されることを目指す。

国
医療

保険者等

10／10
国庫補助

事業結果
（データ）の

報告

健康増進施設・保養所・ホテル・旅館等で実施

（健保組合や企業の保養所、都心部・保養地のホテ
ル・旅館など）

医師,保健師,管理栄養士,健康運動指導士 etc

旅館

保健指導プログラム

スポーツなどのオプション

事業結果を反映してプログラムを改訂

被保険者に対して
宿泊型保健指導を

実施

結果(データ）の
提供

補助先(公募）

（平成２７年度予算額：６３，５４８千円）
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平成27年度
宿泊型新保健指導（スマート・ライフ・ステイ）試行事業

採択事業者一覧

団 体 名

自治体
（７団体）

山形県上山市
新潟県妙高市
愛知県蒲郡市
大分県竹田市
熊本県菊池市
鹿児島県伊仙町
沖縄県伊平屋村

団 体 名

民間団体
（１６団体）

公益財団法人愛知県健康づくり振興事業団
社会福祉法人聖隷福祉事業団
株式会社ベネフィットワン・ヘルスケア
パナソニック健康保険組合
日本土地改良株式会社
サンスター株式会社
社会医療法人財団董仙会
公益財団法人ＳＢＳ静岡健康増進センター
地域医療機能推進機構健康保険組合
ウェルコンサル株式会社
特定医療法人社団 勝木会
ローソン健康保険組合
日本理学療法士協会
全国土木建築国民健康保険組合
大和ハウス工業健康保険組合
医療法人今村クリニック
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２．特定保健指導実施率向上に
役立つ好事例集
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平成24年度特定保健指導実施率 16.4％
※目標値 45.0％

特定保健指導実施率の向上が課題

平成22年度～24年度に継続的に実施率
の向上が認められた医療保険者等の効果
的な取組についてヒアリング調査を実施

山梨県南アルプス市
岐阜県本巣市
長崎県南島原市
YKK健康保健組合
協会けんぽ長野支部
熊本県
熊本県国保連合会

特定保健指導実施率向上に役立つ好事例集

取組内容及び
成功要因等を
報告書にまと
めることで、取
組の推進を目
指す

日本公衆衛生協会ホームページ：http://www.jpha.or.jp/sub/menu04_2.html

【特定保健指導の流れと特定保健指導実施率向上
のポイント】
特定保健指導実施率向上の取組に成功している医療保険
者に共通する特徴を10のポイントとして整理した。

①特定保健指導対象者の特性を知る工夫
②特定健診・特定保健指導の実施体制の工夫
③特定健診を受ける機会を増やす工夫
④特定健診の結果への関心を喚起する工夫
⑤特定保健指導の利用を促す工夫
⑥特定保健指導の実施上の工夫
⑦特定保健指導を複数回受ける人等への工夫
⑧研修を通じた特定保健指導の質の向上
⑨他部門・外部組織との連携
⑩新たな取組

実施率を向上させるためには、様々な工夫の積み
重ねと工夫の組み合わせが必要
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３．特定健診・保健指導の医療費適正
化効果等の検証のためのワーキング

グループ 中間取りまとめ
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○ 特定健診・保健指導による検査値の改善状況や行動変容への影響、医療費適正化効果等を検証するため、「保険者
による健診・保健指導等に関する検討会」の下に、有識者により構成されるワーキンググループを設置し、レセプト
情報・特定健康診査等情報データベース（NDB）を活用しつつ、これまで検討を行ってきた（平成25年3月から計19
回開催）。

＜ワーキンググループ構成員＞（50音順・敬称略）
伊藤 由希子 東京学芸大学准教授 北村 明彦 大阪大学大学院准教授
多田羅 浩三 一般財団法人日本公衆衛生協会会長 津下 一代 あいち健康の森健康科学総合センター
福田 敬 国立保健医療科学院統括研究官 三浦 克之 滋賀医科大学教授

○ 当該ワーキンググループでは、平成26年４月に特定健診・保健指導の実施による検査値への影響について報告し
（第一次中間取りまとめ）、平成26年11月に特定健診・保健指導の医療費適正化効果について報告した（第二次中
間取りまとめ）。

○ 今回は、特定健診・保健指導による検査値への影響及び医療費適正化効果について、経年的な分析を実施し、第三
次の中間的な結果として報告するものである。

【参考】
○特定健診・・・・医療保険者（国民健康保険、被用者保険）が40歳から74歳の加入者（被保険者・

被扶養者）を対象として、毎年度、計画的に実施する、メタボリックシンドローム
に着目した検査項目での健康診査のこと。

○特定保健指導・・医療保険者が特定健診の結果により健康の保持に努める必要がある者に対し、毎年度、
計画的に実施する保健指導のこと。特定健診の結果に基づき、腹囲以外の追加リス
クの多少と喫煙歴の有無により、積極的支援の対象者と動機付け支援の対象者に階
層化される。

特定健診・保健指導の効果検証の概要

特定健診・保健指導の医療費適正化効果等の検証のための
ワーキンググループ 第三次中間取りまとめ 概要

特定保健指導のコスト：動機付け支援 約６千円、積極的支援 約１万８千円※国庫補助の基準単価

平成27年6月26日

第14回保険者による

健診・保健指導等に関する検討会

資料1-1
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１．分析対象
○ レセプト情報・特定健診等情報データベース(ＮＤＢ)に格納されている平成20年度～平成23年度の

特定健診・保健指導データのうち、全ての年度※についてレセプトデータとの突合率が80％以上で
あった保険者のデータ

※平成21年度～平成24年度の特定健診・保健指導データとレセプトデータで突合率を確認した。

○ 分析対象者数：365 保険者(国保 321、健保組合 ２、共済組合 42) 20～22万人(分析方法で異なる)

２．分析方法
○ 平成20年度に特定保健指導の対象となった者を、分析対象者を参加者と不参加者に分け、①特定健診

の検査値※1、②メタボリックシンドローム関連の入院外の一人当たり医療費※2、③メタボリックシン
ドローム関連の外来受診率※2を比較した。

・参加者・・・平成20年度に特定保健指導の対象となった者のうち、当該年度に初めて特定保健指導
を受け、６ヶ月後の評価を終了した者（平成21年度以降特定保健指導を受けているか
どうかは本分析では考慮していない）

・不参加者・・平成20年度に特定保健指導の対象となった者のうち、当該年度から平成23年度まで
一度も特定保健指導を受けていない者（不参加者のみを対象とし、中断者は含めてい
ない）

・一人当たり医療費・・・(当該年度の３疾患関連の医療費の合計)／(分析対象者数)

・外来受診率・・・(当該年度の３疾患関連の入院外レセプト枚数)／(分析対象者数)

※1 検査値の分析では、各年度で特定健診を受診し、検査値を確認できる者のみを対象とした。
また、平成20年度の特定健診で検査項目に欠損値があった者は分析から除外した。

※2 医療費及び受診率の分析は、主なメタボリックシンドローム関連疾患である高血圧症、脂質異常症、
糖尿病（３疾患）の「傷病名コード」及び「医薬品コード」をもつレセプトデータのみを対象とした。
ただし、３疾患以外の医療費を除外しきれないため、上記に加えて、特に医療費に大きな影響を与える
と考えられる「がん」に関連するレセプトデータは分析から除外した。

第三次中間とりまとめ概要
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○ 積極的支援参加者は不参加者と比較すると、概ね全ての検査値において、特定保健指導後の３年間

検査値の改善効果が継続していることが確認された。

○ 動機づけ支援参加者についても、積極的支援より改善幅は小さかったが、同様の傾向が見られた。

第三次中間とりまとめ概要

【体重】

平成20年度と比べて
男性－1.98kg(平成21年度)

－1.53kg(平成22年度)
－1.25kg(平成23年度)

女性－2.25kg(平成21年度)
－1.83kg(平成22年度)
－1.65kg(平成23年度)

【腹囲】

平成20年度と比べて
男性－2.34cm(平成21年度)

－1.92cm(平成22年度)
－1.48cm(平成23年度)

女性－2.98cm(平成21年度)
－2.80cm(平成22年度)
－2.66cm(平成23年度)

※積極的支援・・・特定保健指導対象者のうち、腹囲が一定数値以上で、追加リスク（血糖・血圧・脂質）が２つ以上該当か、
１つ該当かつ喫煙歴がある、40～64歳の者が対象。

※動機付け支援・・・ 特定保健指導対象者のうち、腹囲が一定数値以上で、追加リスクが１つ該当かつ喫煙歴がない者への支援。
40～74歳が対象。(65歳以上では、積極的支援の基準に該当する場合でも動機付け支援を実施)

＊，＊＊・・・統計学的に有意な差

３．分析結果 ①特定健診の検査値

Ｈ21-H20     H22-H20         H23-H20

特定保健指導（積極的支援）による検査値の推移（平成20年度との差）

Ｈ21-H20         H22-H20         H23-H20

Ｈ21-H20         H22-H20         H23-H20Ｈ21-H20         H22-H20         H23-H20

積極的支援
参加者

積極的支援
不参加者

＊p＜0.05 ＊＊p＜0.01
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第三次中間とりまとめ概要

【血糖(HbA1c)】 ※1

平成20年度と比べて
男性－0.01％(平成21年度)

＋0.06％(平成22年度)
＋0.07％(平成23年度)

女性－0.0５％(平成21年度)
＋0.01％(平成22年度)
＋0.02％(平成23年度)

【血圧(収縮期血圧)】 ※２

平成20年度と比べて
男性－2.12mmHg (平成21年度)

－1.19mmHg(平成22年度）
－0.72mmHg(平成23年度）

女性－3.31mmHg (平成21年度)
－3.16mmHg(平成22年度)
－2.95mmHg(平成23年度)

【脂質(中性脂肪)】

平成20年度と比べて
男性－35.75mg/dl(平成21年度)

－29.43mg/dl(平成22年度)
－31.27mg/dl(平成23年度)

女性－27.51mg/dl(平成21年度)
－26.81mg/dl(平成22年度)
－26.17mg/dl(平成23年度)

＊，＊＊・・・統計学的に有意な差特定保健指導（積極的支援）による検査値の推移（平成２０年度との差）

Ｈ21-H20        H22-H20         H23-H20 Ｈ21-H20        H22-H20         H23-H20

Ｈ21-H20         H22-H20         H23-H20 Ｈ21-H20         H22-H20         H23-H20

Ｈ21-H20        H22-H20         H23-H20 Ｈ21-H20        H22-H20         H23-H20

※1 ベースラインの差を補正するため、 HbA1c7.0%未満の対象者について分析
※2 ベースラインの差を補正するため、160mmHg未満の対象者について分析

積極的支援
参加者

積極的支援
不参加者

＊p＜0.05 ＊＊p＜0.01
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○ 積極的支援参加者と不参加者を比較すると、１人当たり入院外医療費については、男性で7,020̃5,340円、

女性で7,550～6,390円の差異が見られた。

○ 外来受診率については、男性で0.33～0.25件／人、女性で0.35～0.22件／人の差異が見られた。

３．分析結果 ②3疾患関連の１人当たり入院外医療費・外来受診率

【1人当たり医療費】

参加者と不参加者の差
男性5,340円(平成21年度)

7,020円(平成22年度)
6,640円(平成23年度)

女性7,550円(平成21年度)
7,270円(平成22年度)
6,390円(平成23年度)

の差異

【外来受診率】

参加者と不参加者の差
男性0.25件／人(平成21年度)

0.33件／人(平成22年度)
0.28件／人(平成23年度)

女性0.33件／人(平成21年度)
0.35件／人(平成22年度)
0.22件／人(平成23年度)

の差異

1年後 ２年後 ３年後
(平成21年度)    (平成22年度) (平成23年度)

1年後 ２年後 ３年後
(平成21年度)    (平成22年度) (平成23年度)

1年後 ２年後 ３年後
(平成21年度)    (平成22年度) (平成23年度)

1年後 ２年後 ３年後
(平成21年度)    (平成22年度) (平成23年度)

第三次中間とりまとめ概要

特定保健指導（積極的支援）による3疾患関連の1人当たり入院外医療費・外来受診率の推移（平成20～23年度）

＊，＊＊・・・統計学的に有意な差

(円)
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４．被災地の支援・
災害時における対応等
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４-１ 被災者における健康支援と
保健師の確保対策

14



【被災地健康支援事業】
○被災３県に設置されている基金（介護基盤緊急整備等臨時特例基金）に積み
増しを行い、県・市町村が実施する仮設住宅入居者等を対象とした多様な健康
支援活動及びそれらを担う専門人材の確保を支援。

平成２３年度第３次補正予算額 ２９億円（基金において新規に事業を創設）
平成２６年度予算額 １０億円（基金に積み増し）
平成２７年度予算額 ４億円（基金に積み増し※）
※平成26年度末の基金の見込残高は約８億円、平成27年度の執行見込額は約12億円
であるため、その差額の４億円を積み増し。

○活動の例
【巡回保健指導】 【健康教室】 【食育セミナー】 【健康相談】

①東日本大震災被災地における健康支援
○仮設住宅における生活の長期化により、生活不活発病や高血圧症の増加、栄養
バランス等食生活の乱れや身体活動量の低下などを懸念する指摘もあり、長期間
にわたり仮設住宅での生活を余儀なくされる被災者の方の健康支援と、それらを
担う専門人材の確保は重要な課題。
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②被災地自治体における保健師確保等について

○保健師の確保等に向けた厚生労働省の取組
・ 平成26年３月末に復興庁と厚生労働省の連名で、関係団体及び全国の
自治体あてに協力依頼通知を発出。

・ 平成26年８月に、国民健康保険中央会あてに、在宅保健師の会に所属
する保健師への周知を依頼。

・ 平成26年12月に、全国の自治体あてに、保健師派遣の協力依頼通知を
発出。

・ 平成26年10月から、厚労省、復興庁、被災県担当者及び有識者による
打ち合わせを複数回開催し、被災自治体における保健師確保に向けた
方策等について検討を行っているところ。

・ 平成27年度厚生労働科学研究において、復興期等の現状及び活動を
評価し、支援人材の確保・活用等のマネジメントを方向付ける指標ツール
を開発予定。
※「大規模災害復興期等における地域保健活動拠点のマネジメント機能促進のための評価指
標ツール開発に関する研究」（研究代表者：宮崎美砂子 千葉大学大学院看護学研究科 教授）
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都道府県・
市区町村 勤

務の
保健師
の場合

③被災自治体における保健師確保の枠組み

新卒者、
ＯＢ、

民間企業
等の

保健師
の場合

被
災
自
治
体

地方自治法に基づく派遣（地方自治法第252条の17）

・派遣元・派遣先の両方の身分を有する

・勤務条件は基本的に大きな変更なし（同じ地方公務員）

※ 詳細は所属する自治体の人事課にお問い合わせください。

被災自治体の任期付職員等採用

・被災自治体の職員の身分 ・勤務条件は被災自治体ごとに相違
※ 参考：復興庁H P     http://www.reconstruction.go.jp/topics/post_109.html

※ 詳細は被災自治体の人事課にお問い合わせください。

復興庁職員として市町村駐在

・国家公務員非常勤職員の身分 ・勤務条件は復興庁職員のもの
（１年毎の契約。２回まで再採用可。１年目：健康保険・厚生年金・雇用保険が適用。

２年目以降：医療保険・年金は内閣府共済組合の被保険者。雇用保険の適用なし。）

※ 参考：復興庁H P
http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat9/sub-cat9-3/

※ 派遣枠組みについてのお問い合わせ先 復興庁地域班 03-5545-7343
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４-２ 災害時に備えた派遣登録

18



保健師等の災害時派遣調整に係る情報登録

【派遣調整の根拠】

• 防災基本計画 第２編 第２章 第７節

（前略）厚生労働省は、必要に応じ、又は被災地方公共団体の要請に基づ
き、保健師等の派遣計画の作成など保健活動の調整を行うものとする。
（中略）厚生労働省は、必要に応じ、又は地方公共団体の要請に基づき、
他の地方公共団体からの協力確保等必要な調整を行うものとする。

• 厚生労働省防災業務計画 第２編 第２章 第４節 第３の３

厚生労働省健康局は、被災都道府県からの公衆衛生医師、保健師、管理
栄養士等の派遣要請数を確認し、被災都道府県以外の都道府県との調整
を行うほか、被災都道府県・市町村の行う被災者等の健康管理に関し、必
要な支援を行う。ただし、緊急を要する場合は、被災都道府県からの要請
を待たずに被災都道府県以外の都道府県に対し、保健師等の応援、派遣
等を求めた上で、被災都道府県に対し、その旨を通知する。
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保健師等の災害時派遣調整に係る情報登録
【大規模災害時の派遣要請～派遣開始までの手続きの流れ（大規模災害の場合）】

出典：平成24年度地域保健総合推進事業「被災地への保健師の派遣の在り方に関する検討会」報告書Ｐ８ 図４ 改変
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保健師等の災害時派遣調整に係る情報登録

【情報登録の目的】

あらかじめ、現時点での保健師等の災害時派遣調整に係る
情報（派遣の可否や体制等）を登録していただくことにより、災
害発生時の派遣調整を速やかに行うことを目的とする。

【対象自治体】

都道府県４７、指定都市２０、中核市４５、政令市７、

特別区２３ の計１４２自治体
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保健師等の災害時派遣調整に係る情報登録

【登録内容】

• 派遣調整連絡先（保健師等の派遣調整を行う担当部署・担
当者名）

• 派遣体制

• 派遣可能な職種

• 災害時相互応援協定（独自協定）の有無

• 過去の災害時に保健師を派遣した実績 等

情報登録にご協力いただきありがとうございました
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４-３ 応急仮設住宅における
真菌（カビ）、ダニ対策
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1. 真菌（カビ）やダニは喘息の再発・悪化、アレルギーの
原因になる可能性があること

2. 真菌（カビ）、ダニの発生は予防が可能であること
3. 発生した真菌（カビ）も一定程度除去可能であること

応急仮設住宅は・・・
気密性が高く断熱や換気性能が低い場合がある

室内に物が多く置かれ換気やハウスダストの除去
が行き届かなくなることも多い

真菌（カビ）、ダニが発生しやすい環境

について、居住者への広報・周知や、保健師等の巡回相談等の際に真菌
（カビ）、ダニ発生の予防についても指導いただきますようお願いします。

応急仮設住宅における真菌（カビ）、ダニ対策
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• 平成27年5月22日付け事務連絡 応急仮設住宅生活におけ
る真菌（カビ）対策について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/tiiki/index.
html

• 「アレルゲン」に関する参考情報
http://www.immune.jp/allergy/base/allergen/index.html

※「応急仮設住宅における真菌（カビ）、ダニ対策」についてのリーフ
レットは、平成27年5月22日付け事務連絡のURLからダウンロードし
ていただけます。
何かご不明な点がありましたら、地域保健室までお問い合わせ下さ

い。

［お問い合わせ先］
厚生労働省健康局がん対策・健康増進課地域保健室
TEL ：03-5253-1111（内線：2394） FAX ：03-3503-8563

応急仮設住宅における真菌（カビ）、ダニ対策

25



応急仮設住宅における
真菌（カビ）、ダニ対策

ダニアレルゲン対策リーフレット

カビ予防リーフレット
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５．保健師の人材育成をめぐる
動向
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保健師の研修等の根拠となる法律等

【健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針】
○担当者の資質の向上のため、加入者の生活習慣の改善等に向けた取組の目的及び内容を理解さ

せ、さらに知識及び技術を習得させるため、定期的な研修を行う

【地方公務員法】
○職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会が与えられなければなら

ない

【地域保健法】
○市町村は、地域保健対策が円滑に実施できるように、必要な施設の整備、人材の確保及び資質

の向上等に努めなければならない
○地域保健対策の推進に関する基本的な指針を定めなければならない
○地域保健対策の推進に関する基本指針では地域保健対策に係る人材の確保及び資質の向上並び

に人材確保支援計画の策定に関する基本的事項 を定める

【保健師助産師看護師法】
○保健師、助産師、看護師及び准看護師は、免許を受けた後も、臨床研修等を受け、その資質の向上

に努めなければならない

○国は、看護師等の養成、研修等による資質の向上及び就業の促進並びに病院等に勤務する看護
師等の処遇の改善その他看護師等の確保の促進のために必要な財政上及び金融上の措置その他
の措置を講ずるよう努めなければならない

○看護師等は、保健医療の重要な担い手としての自覚の下に、高度化し、かつ、多様化する国民
の保健医療サービスへの需要に対応し、研修を受ける等自ら進んでその能力の開発及び向上を
図るとともに、自信と誇りを持ってこれを看護業務に発揮するよう努めなければならない

【看護師等の人材確保の促進に関する法律】
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「地域における保健師の活動について」
（平成25年4月19日付け健発0419第1号）

記の４（抜粋）

都道府県及び市町村は、保健師が新たな健康課題や多様化、高度化する住民のニーズに的確
に対応するとともに、効果的な保健活動を展開するために、常に資質の向上を図る必要があるこ
とから、保健師の現任教育（研修（執務を通じての研修を含む。）、自己啓発の奨励、人材育成の
観点から計画的な人事異動その他の手段による教育をいう。）については、各地方公共団体にお
いて策定した人材育成指針により、体系的に実施すること。

別紙 地域における保健師の保健活動に関する指針
第二
１ 都道府県保健所等
（５）研修（執務を通じての研修を含む。）

市町村及び保健、医療、福祉、介護等に従事する者に対する研修を所属内の他の職員等と
協働して企画及び実施すること。

４ 都道府県、保健所設置市、特別区及び市町村の本庁
（２）保健師の計画的な人材確保を行い、資質の向上を図ること。（抜粋）

イ 地方公共団体の人材育成指針に基づき、職場内研修、職場外研修、人材育成の
観点から異なる部門への人事異動、都道府県と市町村（保健所設置市、特別区を
含む。）間等の人事交流及び自己啓発を盛り込んだ保健師の現任教育体系を構築
し、研修等を企画及び実施すること。

通 知
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「地域における保健師の活動について」
（平成25年4月19日付け健発0419第1号）

記の３（抜粋）

保健師の保健活動を組織横断的に総合調整及び推進し、技術的及び専
門的側面から指導する役割を担う部署を保健衛生部門等に明確に位置付
け、保健師を配置するよう努めること。

別紙 地域における保健師の保健活動に関する指針

４ 都道府県、保健所設置市、特別区及び市町村の本庁

（１）保健活動の総合調整及び支援を行うこと（抜粋）

保健師の保健活動の総合調整等を担う部署に配置された保健師は、住

民の健康の保持増進を図るための様々な活動等を効果的に推進するため、
保健師の保健活動を組織横断的に総合調整及び推進し、人材育成や技術
面での指導及び調整を行うなど統括的な役割を担うこと。

統括的な役割を担う保健師
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職位別常勤保健師数の推移

H２１年度 H２２年度 H２３年度 H２４年度 H２５年度 H２６年度

部局長級

（うち
本庁）

３１

（１５）

３３

（１８）

３２

（２１）

３０

（２２）

３７

（２９）

４１

（３１）

課長級

（うち
本庁）

７３７

（２９１）

８０７

（３３３）

８５７

（３６５）

９５７

（３７０）

１，０４６

（３９８）

１，１５９

（４１２）

（単位：人）

資料出典： 保健師活動領域調査
※各年度５月１日時点

約２倍！

約1.4倍！
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保健師に係る研修のあり方等に関する検討会
中間とりまとめ概要 (平成26年12月）

【経緯】
「地域における保健師の保健活動について」
（平成25年４月19日付け健発0419第１号）の
中で、地方公共団体（以下「自治体」とい
う。）に所属する保健師について、日々進展す
る保健、医療、福祉、介護等に関する専門的な
知識及び技術、連携・調整に係る能力、行政運
営や評価に関する能力を養成するよう努めるこ
ととされており、自治体は研修等により体系的
に人材育成を図っていくこととされている。

しかし、国や自治体等が実施している保健師
の研修については、必ずしも系統的に行われて
いないこと等が課題とされていることから、こ
れらの課題を解決するため、本検討会では平成
26年５月より５回にわたり保健師に係る今後の
研修のあり方等について検討を重ねてきた。

中間とりまとめでは、本検討会におけるこれ
までの議論を踏まえ、課題の整理と今後の検討
の方向性を示した。

【構成員】（50音順・敬称略、○は座長）

清田 啓子 北九州市保健福祉局地域支援部

地域包括ケア推進担当課長

佐藤 アキ 熊本県山鹿市福祉部長寿支援課課長

座間 康 富士フイルム株式会社人事部

統括マネージャー

曽根 智史 国立保健医療科学院

企画調整主幹

高橋 郁美 全国保健所長会 総務常務理事

田中 美幸 宮崎県延岡保健所健康づくり課

課長

中板 育美 公益社団法人日本看護協会

常任理事

永江 尚美 公立大学法人島根県立大学看護学部

看護学科 准教授

藤原 啓子 全国保健師長会 常任理事

○村嶋 幸代 全国保健師教育機関協議会 会長
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（１）保健師の人材育成に係る背景及び系統的な研修の必要性について

○地域保健関連施策等の変化に伴い、施策が分野ごとに実施される中、総合的に施策を推進す
る上で、保健師には一層の連携調整能力の習得が求められている。

⇒連携調整能力を習得するための系統的な研修体制の構築

○自治体内の保健師の年齢構成の偏りや配置人数の規模によっては、保健師の指導者の確保や
系統的な研修の実施、ジョブローテーションによる人材育成の体制づくりが難しい。

⇒人材育成を進める上で、保健師の研修やジョブローテーション等に対する自治体としての理
解及び必要性に対する合意を得ること

（２）各期の考え方や保健師に求められる能力について

○新任期：個別支援や地区診断に基づく地区管理等の能力を醸成し、保健師としての基本的な
視点及び実践能力を獲得する時期である。

⇒事例管理、健康危機管理等の管理機能を管理期に発揮できるようにするため、管理能力の育
成についても新任期から系統的に進めること

⇒各保健師の基本的能力の習得状況を確認しつつ、個別性に着目した人材育成のあり方を検討

○中堅期：管理職を志向する者もいれば、現場での実践能力を高めてより専門性を発揮してい
きたいと考える者もおり、出産・育児の時期と重なるため、産休や育休を取得する
保健師も多い。

⇒多様性を踏まえた対応を検討するとともに、主体的に自らの目指すべき方向を考えることが
できるよう、人材育成を推進すること

保健師の研修をめぐる現状と課題

保健師に係る研修のあり方等に関する検討会
中間とりまとめ概要

○：現状、⇒：課題
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○管理期：定義が様々である。また、健康危機管理、組織運営管理等の管理機能の発揮が求め
られる。近年、部長職や課長職に就く保健師が徐々に増えている。

⇒定義を明らかにすることや管理能力の習得
⇒職位に就くまでに必要な能力を系統的に習得することができる人材育成体系を構築すること

○統括的な役割を担う保健師：保健師活動指針に役割や位置づけが明記されたこともあり、自
治体においてその重要性が認知され、配置が進んできている。

⇒このような役割を担う保健師の配置と継続的な確保に向けた各自治体における育成

（３）関係機関等との連携について

○関係機関等との研修実施における連携状況について実態把握が十分ではない。
⇒どのような連携・活用が効果的なのか、留意点等を含めた実態を把握すること

（４）自治体組織における研修の意義の明確化について

○各自治体にある係員、係長、課長、部長といった職位ごとの研修に加え、保健師には専門職
としての資質向上を図ることが重要であり、職種別の研修体系を用意している自治体もある。

⇒各研修の対象や目的、キャリア形成上の位置づけ等の明確化

（５）現行の研修事業について

○全国レベルの保健師の研修事業は、国立保健医療科学院、日本看護協会、全国保健師長会等
の実施主体により実施されており、一定の効果をあげている。

⇒研修の対象者や到達目標等について実施主体ごとの役割分担の整理

保健師の研修をめぐる現状と課題

保健師に係る研修のあり方等に関する検討会
中間とりまとめ概要

○：現状、⇒：課題
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（１）体系的な研修体制の構築

本検討会の議論や厚生労働科学研究の報告書のほか、｢新人看護職員研修ガイドライン～保健師編～｣
の到達目標や｢看護師等養成所の運営に関する手引き｣の保健師に求められる実践能力も参考に、標準
的なキャリアラダーを示すため、さらなる検討を行う。
行政職及び専門職の両側面からの保健師の人材育成が体系的に推進されるよう、既に人材育
成の仕組みを構築している自治体や厚生労働科学研究等の成果を参考に、キャリアラダーや
キャリアパス等を整理して示す。
一般企業の取組等も参考に産休・育休取得者のキャリア継続支援の充実策の検討を行う。

（２）既存の研修事業のあり方

研修派遣の必要性が自治体に理解されるよう、研修の成果がどのように業務に生かせるのかを明確に
するため、関係機関・団体が実施する研修の役割分担の調整及び各研修間の関係性について検討を行
う。
個々の研修については、研修自体の改革、補助金の活用、大学院との連携、遠隔教育システムの併用
など多角的に、かつ自治体の現状に配慮した方向で検討する。

（３）関係機関等との連携体制の構築

都道府県の取組や都道府県と市町村との連携状況等の事例を集約し、連携の促進方策を検討する。
教育機関や関係団体等と自治体との研修の企画・運営等の連携の実態について全国的なデータや事例
を集約した上で、保健師の現任教育における有効な連携方策等を検討し、提示する。

今後の検討の方向性

保健師に係る研修のあり方等に関する検討会
中間とりまとめ概要
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キャリアラダーとは

資料出典：厚生労働科学研究費補助金地域健康危機管理研究事業「保健師指導者の育成プログラムの

開発」（主任研究者：佐伯和子、平成17年度総括・分担研究報告書）より抜粋

○キャリアラダーとは、当該組織の人的資源管理ならびに総合
的な人材開発を目的とした個人支援システムである。

○保健師のキャリアラダーは、職務の目的、社会に対する成果
責任の特性を踏まえて考える必要がある。

○キャリアラダーの基本軸となるのは保健師のコンピテンシー
であり、それは、職業経験に伴い発達が確認できる項目である
こと、項目の内容には、知識・技術的側面とともに思考的側面
（分析、判断、企画、調整、管理等）を取り上げることが重要で
ある。
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資料出典：倉敷市資料を要約・改変

新任期
（1～3年目）
【個人・家庭】

中堅前期
（4～10年目）
【担当地区】

中堅後期
（11～17年目）

【地域全体】
（5地区）

ﾘｰﾀﾞｰ期
（18年目前後～）

【市全体】

管理期
（管理職～）

個人・家庭
支援能力

一生懸命相手
のことを思い、
関わる

情報の収集・整
理をし、的確に
アセスメントでき
る

複雑化及び多
問題の家族に
おけるコーディ
ネートができる

後輩や同僚へ
スーパーバイズ
できる

行政組織として
の判断を行い、
指示・指導がで
きる

連携・調整
能力

担当地域の既
存の社会資源
を把握し、活用
する

担当地区の健
康課題に基づき、
地区の社会資
源をコーディ
ネートする

市全体における
事業の位置づ
けを把握した連
携・調整

健康課題に対
する市全体をマ
ネジメントする

保健部門として
担う役割を認識
し、それを達成す
るため、明確に
組織内に伝える

人材育成
能力

自ら課題を見
出し、助言を得
ながら取り組
むことができる

後輩と一緒にア
セスメントや対
応方法を共有、
整理できる

事業の位置づ
けや地域の健
康課題を把握し
た後輩指導が
できる

スタッフの能力・
特性を理解した
後輩指導

人材の適性を見
極め、適切な業
務配分ができる

キャリアラダーの事例
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キャリアパスとは

キャリアパス

○ ある職位や職務に就任するために必要な一連の

業務経験とその順序、配置異動のルート

（人事労務用語辞典より）

○ 昇進・昇格のモデル、あるいは人材が最終的に目

指すべきゴールまでの道筋のモデル

（人材マネジメント用語集より）
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キャリアパスの事例

資料出典：平成23年2月「保健福祉関連専門職種のあり方について」北九州市保健福祉局

次頁へ続く
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キャリアパスの事例（続き）

資料出典：平成23年2月「保健福祉関連専門職種のあり方について」北九州市保健福祉局

前頁より

40



６．保健師活動指針の活用状況に
ついて
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「地域における保健師の保健活動に関する
指針」※１の活用状況等に係る情報収集

• 実施日：平成27年６月２日

• 対象：全都道府県、全市区町村

• 回収率（平成27年６月26日現在）

都道府県 ： 100％（N=47）

政令市等 ： 88.4％（N=84）

市町村 ： 75.8％（N=1,247）

※１ 以下、「保健師活動指針
（平成25年4月）」とする
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89.4%

56.0%

41.9%

8.5%

44.0%

58.1%

2.1%

0.0%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

都道府県

政令市等

市町村

あり なし 検討中

(523) (724)

(47) (37)

(42) (4) (1)

「統括的な役割を担う保健師」※２の有無
※２ 以下、「統括保健師」とする

％
（件）
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1

1
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0 20 40 60 80 100 120

保健部門

保健福祉部門

福祉部門（その他）

医療部門

国民保険部門

その他

企画調整部門

保健福祉部門

精神保健福祉センター

部長級 次長級 課長級 課長補佐級 係長級 係員

統括保健師の所属別職位
（都道府県） N=162

（人）

そ
の
他

保
健
所

本
庁
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統括保健師の所属別職位
（政令市等） N=59

本
庁

保
健
所

市
町
村
保

健
セ
ン
タ
ー

（人）

2

1

1

2

1

7

2

11

15

1

1

1

6

1

1

3

3

0 5 10 15 20 25

保健部門

保健福祉部門

福祉部門（老人福祉）

企画調整部門

保健福祉部門

保健部門

保健福祉部門

部長級 次長級 課長級 課長補佐級 係長級 係員
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統括保健師の所属別職位
（市町村） N=616

本
庁

市
町
村
保
健

セ
ン
タ
ー

市
町
村
保
健

セ
ン
タ
ー
類

似
施
設

そ
の
他

（人）

1
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1
1
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3
1

1

1
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3
1
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2
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8
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3
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1

57
20
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11
1
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10
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7

9
4

2
3

1
3

1

3

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

保健部門

保健福祉部門

福祉部門（老人福祉）

福祉部門（児童福祉）

福祉部門（障害者福祉）

福祉部門（その他）

介護保険部門

国民健康保険部門

職員の健康管理部門

教育委員会等学校教育

その他

保健部門

保健福祉部門

介護保険部門

その他

保健部門

保健福祉部門

介護保険部門

その他

地域包括支援センター

保育所

一部事務組合・広域連合

部長級 次長級 課長級 課長補佐級 係長級 係員
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統括保健師の配置時期

33.3%

27.7%

36.1%

66.7%

72.3%

63.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

都道府県

政令市等

市町村

活動指針を受けて配置 活動指針以前から配置

％
（件）

(181) (321)

(13) (34)

(14) (28)
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統括保健師が配置される前後で
変化がみられたこと（3つまで選択）

16.3%

15.9%

13.8%

23.3%

24.3%

26.2%

1.2%

2.8%

5.4%

3.5%

3.7%

7.2%

16.3%

17.8%

10.5%

31.4%

27.1%

16.7%

1.2%

3.7%

6.3%

7.0%

4.7%

13.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

都道府県

政令市等

市町村

組織横断的に保健師が業務を遂行できるようになった
組織横断的な保健師による協議の場を設けることが増えた
組織内の業務の優先順位が見直された
保健師全体の業務分担や業務量が整理された
保健師を指導する役割を担う部署が保健衛生部門等に明確に位置づけられた
組織内の保健師の人材育成が推進された
地域全体の健康課題がより明確になった
特に変化はない

％
（件）

(127) (241) (50) (66) (97) (154) (58) (128)

(17) (26) (3)
(4)

(19) (29) (4) (5)

(14) (20) (1)
(3)

(14) (27) (1) (6)(N=40)

(N=47)

(N=504)
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統括保健師の配置までに行ったこと
（複数回答）

12.1%

21.2%

13.1%

27.3%

36.4%

34.1%

30.3%

12.1%

21.7%

30.3%

30.3%

31.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

都道府県

政令市等

市町村

①人事部門に「保健師活動指針」を説明した

②保健衛生部門の所属長に「保健師活動指針」を説明した

③保健師が配置されている各所属長に「保健師活動指針」を説明した

④保健師全員に「保健師活動指針」を説明し、統括保健師の必要性や役割について意見交換を行った

％
（件）

(4) (9) (10) (10)

(7) (12) (4) (10)

(41) (107) (68) (98)(N=178)

(N=15)

(N=13)

49



自治体における「保健師活動指針」の
策定状況について

42.6%

18.1%

1.0%

12.8%

8.4%

1.0%

19.1%

18.1%

11.4%

25.5%

55.4%

86.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

都道府県

政令市等

市町村

策定した 策定中 策定に向けて検討中 策定の予定はない

％
（件）

(12)

(12) (141) (1,071)

(15) (7) (15) (46)

(20) (6) (9) (12)

(N=1236)

(N=83)

(N=47)

50



「保健師活動指針（平成25年4月）」の
組織内への説明状況（複数回答）

2.2%

1.3%

2.9%

32.6%

32.7%

20.4%

5.6%

13.1%

8.3%

13.5%

8.5%

2.8%

36.0%

32.0%

24.7%

10.1%

12.4%

40.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

都道府県

政令市等

市町村

自治体の長（知事、市町村長）に説明を行った 衛生部門の長に説明を行った

人事部門の長に説明を行った 事務部門の長に説明を行った

保健師が配置されている各所属長に説明を行った どれにも当てはまらない

％
（件）

(46) (319) (129) (44) (386) (639)

(2) (50) (20) (13) (49) (19)

(2) (29) (5) (12) (32) (9)

(N=1207)

(N=82)

(N=47)
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「保健師活動指針（平成25年4月） 」を
活用して変化がみられた事項（3つまで選択）

14.1%

9.4%

11.4%

8.7%

18.1%

31.2%

7.6%

13.8%

14.3%

6.5%

5.8%

13.2%

8.7%

7.2%

9.1%

21.7%

14.5%

8.3%

32.6%

31.2%

12.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

都道府県

政令市等

市町村

地域保健関連施策の企画、立案、実施及び評価を行う体制の整備 地区担当制の推進

保健師の計画的かつ継続的な確保 各種保健医療福祉に係る計画策定への保健師の関与

保健、医療、福祉、介護等の関係部門への保健師の適切な配置 「統括的な役割を担う保健師」の配置

人材育成の体系的な実施

％
（件）

(190) (519) (237) (220) (151) (138) (207)

(13) (25) (19) (8) (10) (20) (43)

(13) (8) (7) (6) (8) (20) (30)

(N=880)

(N=64)

(N=44)
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45.2%

20.0%

28.3%

5.4%

1.9%

0.3%

9.5%

40.0%

6.5%

10.8%

1.7%

0.4%

21.4%

0.0%

13.0%

24.3%

14.6%

9.1%

23.8%

40.0%

52.2%

59.5%

81.8%

90.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

統括あり

統括なし

統括あり

統括なし

統括あり

統括なし

都
道

府
県

政
令

市
等

市
町

村

策定した 策定中 検討中 予定はない

統括保健師の配置と保健師活動指針の
策定状況

(13) (3) (6) (24)

(10)

(9) (76) (426)

(2) (4) (9) (22)

(2)

(3)
(65) (645)

(19) (4) (9) (10)

(1) (2) (2)

(N=715)

(N=521)

(N=37)

(N=46)

(N=5)

(N=42)

％
（件）
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14.0%

0.0%

9.9%
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35.8%
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15.2%
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16.7%

18.8%
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0.6%

32.6%

50.0%

30.7%

32.4%

14.5%

10.2%
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統括あり
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等
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人材育成の体系的な実施

自治体における保健師活動指針の策定状況と
「保健師活動指針（平成25年4月） 」活用後の変化（3つまで選択）
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７．地方自治体における
保健師の状況
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保健師活動領域調査の概要

【目的】

この調査は、統計法（平成19年法律第53号）に基づく一般統計調査として実施す
るものであり、都道府県及び市区町村に所属する保健師の活動領域を把握する
とともに、地域保健福祉活動（介護保険業務及び特定健診・特定保健指導業務を
含む。）に従事する全ての保健師の業務内容、業務量の現状を把握することによ
り、保健師の確保、保健師活動に関する実態の把握及び企画調整の参考資料と
する。

【調査時期】

平成26年５月１日時点

【調査対象】

全都道府県、市町村自治体

【調査項目】

地方自治体における保健師の所属、職位等

※本調査は領域調査（毎年実施）と活動調査（３年毎実施）からなり、平成２６年度は
領域調査のみを実施
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保健師活動領域調査の結果の公表

【結果の概要】

○厚生労働省ホームページ

ホーム＞統計情報・白書＞各種統計調査＞厚生労働統計
一覧＞2．保健衛生＞保健師活動領域調査

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/139-1.html

【統計表】

○総務省統計局「政府統計の総合窓口（e-stat）」

政府統計全体から探す＞厚生労働省＞保健師活動領域
調査

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/NewList.do?tid=000001035128
※厚生労働省ホームページからもリンクしています。
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合計

出典：H７年までは保健婦設置状況調査、H8年は保健所運営報告、H10年は全国保健師長会調査、H9年,H11-20年は保健師等活動領域調査、H21-2４年は保健師活動領域調査

常勤保健師数の推移

S60 S61 S62 S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

市 町 村 9,256 9,628 9,990 10,206 10,520 10,826 11,158 11,525 11,982 12,502 13,876 14,586 15,881 16,560 17,358 18,007 18,272 18,555 18,628 18,686 18,325 18,387 18,556 18,831 19,051 19,097 19,031 19,089 19,326 19,513

保健所
設置市・
特別区

2,852 2,906 2,945 3,084 3,108 3,181 3,180 3,241 3,252 3,311 3,459 3,500 4,421 4,731 5,166 5,412 5,579 5,786 6,140 6,180 6,592 6,870 7,064 7,321 7,590 7,697 7,991 8,076 8,261 8,442

市区町
村計

12,108 12,534 12,935 13,290 13,628 14,007 14,338 14,766 15,234 15,813 17,335 18,086 20,302 21,291 22,524 23,419 23,851 24,341 24,768 24,866 24,917 25,257 25,620 26,152 26,641 26,794 27,022 27,165 27,587 27,955

都道府
県

5,180 5,206 5,202 5,184 5,201 5,222 5,204 5,228 5,223 5,215 5,174 5,132 5,915 5,840 5,783 5,871 5,728 5,636 5,565 5,503 5,397 5,304 5,220 5,160 5,058 4,975 4,972 4,959 4,929 4,941

合計 17,288 17,740 18,137 18,474 18,829 19,229 19,542 19,994 20,457 21,028 22,509 23,218 26,217 27,131 28,307 29,290 29,579 29,977 30,333 30,369 30,314 30,561 30,840 31,312 31,699 31,769 31,994 32,124 32,516 32,89659



全国の所属部門別常勤保健師数の推移
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出典：平成２２～２６年度 保健師活動領域調査（領域調査）結果
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都道府県の所属部門別（詳細）常勤保健師数の推移
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出典：平成２２～２６年度 保健師活動領域調査（領域調査）結果
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保健所設置市の所属部門別（詳細）常勤保健師数の推移
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※H２３年度以前の介護保健部門は「介護保険部門」及び「地域包括支援センター」の人数を合算したもの

出典：平成２２～２６年度 保健師活動領域調査（領域調査）結果
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特別区の所属部門別（詳細）常勤保健師数の推移
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出典：平成２２～２６年度 保健師活動領域調査（領域調査）結果
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職位別常勤保健師数の推移（都道府県）

出典：平成２２～２６年度 保健師活動領域調査（領域調査）結果
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職位別常勤保健師数の推移（保健所設置市）

出典：平成２２～２６年度 保健師活動領域調査（領域調査）結果
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職位別常勤保健師数の推移（市町村）

出典：平成２２～２６年度 保健師活動領域調査（領域調査）結果
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８．熱中症対策
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注意喚起の徹底、予防・対処法の普及啓発の推進

一般市民

報道機関

注意喚起・情報提供

報道機関等への情
報配信など

ホームページ上での公開

児童生徒等
労働者

高齢者

マニュアル、ポスター、パンフ
レット、カード等の配布

教育機関
労働機関

高齢者団体

地方自治体
注意喚起・普及啓発

民間企業

声かけ運動の推進など

２．予防・対処法の普及啓発

熱中症に関する政府の取組の概要

１．気象情報の提供、
注意喚起

３．発生状況等に係る情報
提供

４．調査研究の
推進（環境省）

救急における対策（消防庁）気温の観測・予測情報
の提供、注意喚起（気象
庁）

暑さ指数の情報提供
（環境省）

学校現場における対策（文部科学省）

職場における対策（厚生労働省）

日常生活における対策（厚生労働省、環
境省、気象庁）

熱中症による救急搬送人員数等
（消防庁）

学校管理下における熱中症の発
生状況等（文部科学省）

職場における熱中症による死傷災
害発生状況（厚生労働省）

熱中症による死亡者数（厚生労働
省・人口動態統計より）

節電啓発・広報活動における対策
（経済産業省、環境省）

農業現場における対策（農林水産省）

研修会・講習会の実施（厚生労働省、環
境省）

熱中症予防強化月間（７月）の設定（関係
省庁連絡会議）
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厚生労働省 ツイッター 検索

厚生労働省

厚生労働省ツイッターの登録はこちらから

熱中症に関する情報
を毎朝ツイート

厚生労働省ツイッターによる熱中症注意喚起

● 5月14日から9月30日の間、毎朝熱中症に関する情報をツイート
● 熱中症について、注意喚起、予防方法、対応方法など日替わりで情報提供

※厚生労働省ツイッターでは、熱中症情報以外にも厚生労働省に関する最新情報を
リアルタイムで情報提供していますので、この機会にぜひご登録ください。
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熱中症情報に関するホームページ

●厚生労働省の取組、施策紹介、リーフレット、熱中症診療ガイドラインほか
◇厚生労働省 熱中症関連情報
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/

●熱中症環境保健マニュアル、熱中症予防リーフレット、暑さ指数（WBGT）予報ほか
◇環境省 熱中症予防情報サイト http://www.wbgt.env.go.jp/

●天気予報、気象情報、異常天候早期警戒情報ほか
◇気象庁 熱中症に注意 http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kurashi/netsu.html

異常天候早期警戒情報 http://www.jma.go.jp/jp/soukei/

●健康のために水を飲もう推進運動
◇厚生労働省 健康のために水を飲もう推進運動
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/nomou/

● 職場における熱中症予防対策
◇厚生労働省 職場における労働衛生対策
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei02.html

● 全国における熱中症傷病者救急搬送に関する情報
◇消防庁 熱中症情報 http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList9_2.html
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厚生労働省 熱中症 検索

厚生労働省
詳しくは、厚生労働省ホームページ「熱中症関連情報」をご覧ください。

熱中症に関するリーフレット等はホームページからダウンロードできます
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平成26年度
厚労科研研究班で

作成

熱中症予防リーフレット
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９．保健指導室だより
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保健指導室だよりの目的と対象

【目的】

厚生労働省健康局がん対策・健康増進課保健指
導室から各自治体保健師のみなさまへの情報提供
や照会等を円滑に行うことを目的に、「保健指導室
だより」のメール配信を行っています。

【保健指導室だよりの配信先】

都道府県・保健所設置市・特別区

◆配信を希望する一般市町村
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保健指導室だよりの配信方法

【配信方法】
（１）配信ルート

（２）メールアドレスの登録・更新

都道府県・保健所設置市・特別区には、毎年度末にメールアド
レスの更新をお願いしています。

一般市町村で、直接配信を希望する場合はメールアドレスの
登録をお願いします。

原則として、窓口となる部署の組織アドレスの登録をお願いし
ます。

厚生労働省
保健指導室

保健所設置市
特別区

都道府県
一般市町村直接配信

直接配信

H27～希望する市町村へ直接配信

都道府県からの転送
をお願いしています。

メール

メール

メール

75



保健指導室だよりの配信時期と留意事項

【配信時期】

毎月1日に定期配信

定期配信日以外にも情報提供が必要な場合「臨時号」を配信

大規模災害等の緊急時は「緊急号」を配信

【留意事項】

保健指導室からの情報提供や照会等を円滑に行うことが目
的であり、保健指導室だよりをもって正式な通知に替えるもの
ではありません。

今後とも、保健指導室だよりの配信につきまして
ご協力をお願いいたします
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ソーシャルキャピタルの醸成・活用のための手引き等を研究班で作成しました

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/tiiki/index.html
厚生労働省ホームページ 「地域保健」 のページからダウンロード可能

ソーシャルキャピタル醸
成・活用の手引き
平成26年度厚労科研

（藤内班）作成

ソーシャルキャピタル活
用の実践マニュアル

平成26年度厚労科研
（藤原班）作成

ソーシャルキャピタル醸
成の研修資料

平成26年度厚労科研
（藤内班）作成


